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審査者毎に並べ直したもの
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＝＝審査要領の本文＝＝審査要領より
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審査会の議事録（１）
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審査会の議事録（２）
24



審査会の議事録（３）

後日の資料請求で、
この別紙を町は、
「不存在」と回答。
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監査請求
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監査報告（１/２）
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（（松本 コメント））
審査の過程として、
・審査委員は他の審査者の評価内容を
含めて、確認する機会があったのか
どうか？

⇒「委員⾧が転記の有無を確認」とある。
※委員同士が互いに評点を確認し合う
ような機会は無い、ということ

・採点表廃棄は具体的にどのように
なされたのか？

⇒記載なし。
※保存文書の確認は、定常業務として
いつ、どのようになされているのか？

監査報告（２/２）
28



この結果報告に対して、
「その後、各審査委員より異議申し立て
が無かったことにより、再度集計された
結果の最高点提案者を最優秀提案者と
決定し。。。」

と、監査報告では示されている。

審査の採点誤りの報告
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─────────────────────────────────────
◇松本健君
○議⾧（辰巳光則君）続きまして、４番議員、松本健君の一般質問を許します。
松本健君。
○４番（松本健君）議⾧のお許しを得ましたので、一般質問をしたいと思います。
放課後児童健全育成事業に関するプロポーザル審査会の監査報告を受けて、さきの３月議
会で議会より行った監査請求の結果を受けて、以下、一般質問を行います。
今回、監査を行っていただいたことにより初めて、プロポーザル審査会で一旦最優秀提案
者を決定し、審査会を閉会した後に、一部採点基準に反するところがあったとのことで、３
名の審査委員に対して個別に電話等で採点の修正を依頼し、採点表を再集計するという行為
があったことが明らかになりました。
事態を明確に捉えるために、順に質問します。
１、審査日当日は10月27日でよろしかったでしょうか。当日は何時に閉会されましたか。
２、採点基準に反する部分が判明したのは当日とありますが、当日の何時でしょうか。
３、健康子ども局と副町⾧の協議により、委員に修正依頼をすることを決定したのは、当
日でしょうか、翌日でしょうか。
４、実際に委員に修正依頼をし、修正が完了したのは10月28日とありますが、何時に修正
が完了しましたか。
５、10月28日に完了した修正により、最優秀提案者に変わりはありましたか。
６、10月27日時点の提案者それぞれの得点は、10月28日の修正でそれぞれどのように変化
したのでしょうか。
７、10月28日に修正を依頼された箇所は、３名の審査委員それぞれに何か所あり、どのよ
うに修正されたのでしょうか。もし、最優秀提案者が27日と28日で変わっていたのであれば、
その時点で審査委員全員に対してどういう事態があり、急遽どのような対処をして、その結
果、どこがどう変わって結果が変わったということを説明した上で、委員会を再度開催して、
協議の上で結果を導き出すべきであり、公表を30日に控えておりといったレベルのものでは
ないと考えますが、いかがでしょうか。

６月一般質問（１／９）
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また、審査会の議事録には、結果発表として採点結果は別紙のとおりと記されています。
この別紙は、当然27日時点の集計結果でなければいけないものですが、別紙を示していただ
けますか。
続いて、今回、審査会閉会後に個別の採点依頼を行わねばならなかった採点基準に反する
ところの内容について確認させてください。
評価項目の評点が10点満点中５段階で評点を記入すべきところ、10段階での評点が記入さ
れていたというのは、次のようなことと理解してよいでしょうか。
審査項目は16項目あり、そのうち半分が10点満点の項目となっています。その中で、例え
ば審査項目の１番目に業務実行方針という10点満点の項目があります。この部分に対して、
10点満点だけれども、ゼロから10点の採点をするのではなく、２、４、６、８、10のいずれ
かの点だけをつけてください。５点とか７点はつけないでくださいというルールが設定され
ていたということと聞き及んでいます。
この理解が正しいようだと、このルールに一旦集計が終了したものを個別に採点の修正依
頼までして再集計しなければならないような重大な問題があるのでしょうか。これがもし審
査委員が５点満点のところに10点をつけていたとか、10点満点のところを勘違いして最高点
を５としていたといったものであるのならば話は別ですが、審査委員はそれぞれの持ち点の
範囲内で採点していて、ただ細かさだけがルールと異なっていたということですよね。
一方で、３名の修正を依頼された審査委員の方々は、27日時点の採点集計結果を知ってい
て、例えば１位のものと２位のものの点差は何点と分かっているわけなので、それを知った
上で一部の採点をやり直すことになってしまったわけですよね。こっちのほうが大変まずい
事態だと思いますが、いかがでしょうか。
３名の審査委員の方への修正依頼の内容について確認させてください。
仮に７点とつけた人には、それを６点か８点、すなわち上下に１だけ動かしてくださいと
修正依頼したのでしょうか。そうではなく、自由に点数を動かしいよいとしたのでしょうか。
また、実際の修正は上下１に限定されていたのでしょうか。大きく数字が変わったものがあ
ったのでしょうか。
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最後に、今回、一旦審査会が閉じられた後に個別の修正依頼があり、再集計を行い、最優
秀提案者を決めたという行為があったことが、監査により初めて明らかになりました。議会
では、12月の福祉文教委員会の席上で、事業進捗に関する質問として、また、その前にも個
別に窓口でもこのプロポーザル審査会の状況についてはかなり突っ込んでお聞きしたつもり
でしたが、その場では一切このような行為の説明はいただくことができませんでした。
議会は住民の代表として行政を監視する立場にあるのはご存じのとおりかと思いますが、
この時点で報告がなかったことはいささか不親切な対応ではなかったでしょうか。監査しな
いと出てこないということが残念でなりません。このことについて見解をお聞かせください。
続きまして、学童保育の現状について。
学童保育は、現在進行形で事業が開始されています。現状混乱なく進展しておりますでし
ょうか。人員配置、メンバー構成、事業活動については委託先からの当初提案どおりで、ま
た、当局の期待に見合うものになっているでしょうか。児童、児童の保護者の方々の受け止
めはいかに。また、その声を当局はどのように受け止められているのでしょうか。
新型コロナは変異株等新たな広まりを見せていますが、児童の密集に対してコロナ対策は
十分に取られているのでしょうか。
以上、質問を終わります。

６月一般質問（３／９） 32



○議⾧（辰巳光則君）町⾧。
○町⾧（森田浩司君）松本議員の一般質問にお答えいたします。
まず、議会より行われた監査請求の結果について、町としての見解を述べさせていただき
たいと思います。
令和２年10月27日に行いました放課後児童健全育成事業に関するプロポーザル審査会につ
いて議会より監査請求が出されたことによって、令和３年３月12日に監査委員様からの通知
を受け、４月30日まで監査を受けたところでございます。４月30日に議会に提出いただいた
監査結果報告書については、既に町民の皆様にも公表しております。
私どもが受けました監査は、議会が監査請求されたものであり、いわば町民の皆様の負託
を受けての監査であると重く受け止め、誠実に監査に応じさせていただきました。その際、
あらゆる側面からの詳細にわたる質問や書類の精査、さらには審査委員への直接の聞取りも
行われました。その結果として、審査委員会の責任と権限において下された過程は妥当であ
ったとの結論を頂戴しております。
議会が付託された監査の結果報告を頂戴した後に、再度議会において同じような詳細な質
問にお答えすることが監査委員様に対し失礼にならないか、大変悩みました。
今回のご質問には、監査の折に誠心誠意お答えをしております。町民の皆様にもその監査
結果報告を公表させていただいております。私といたしましては、監査を受けることになっ
たこと自体を遺憾に思っており、町民の皆様の信頼を損ねかねない事態だと重く受け止めて
おります。この場をお借りして町民の皆様に深くおわび申し上げます。
今、私どもがするべきことは、監査で指摘されたからではなく、自らも問題点を総括し、
二度とこのようなことのないよう心を引き締め、改善すべきところは改善し、町民の皆様の
信頼を得られる町行政を進めてまいることだと考えております。
ここで監査委員様からも厳しく指摘を受けておりますが、今回、疑惑を招くことになった
不適切な事務処理上の問題について、自らを律する意味でも、この場で明らかにすることで、
次につなげていきたいと考えております。
まず、審査委員様のうち３名の方に採点の修正をお願いする事態を招いたことについては、
そもそも採点方法の説明が不十分であったことは明らかであります。一通りのご説明をさせ
ていただきましたが、結果として３名の方が修正の必要な評価点での採点となった以上、説
明不足と言わざるを得ないと思います。
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これは、審査会の厳粛性と公平性がどれだけ重要かの認識が不足していると言われても仕
方のないことだと考えております。
この認識の甘さが、個票から集計表に転記する際に事務方での気づきがなかったこと、事
務局において複数チェックしているにもかかわらず間違いを見過ごしてしまったことにつな
がっており、課全体の問題だと考えております。
最も疑念を抱かせる結果となったのは、評価点の修正を３名の方に個別にお願いしたこと
だと考えます。幾ら再度の審査会日程が日程的に難しかったとはいえ、また諸事情があった
にせよ、これは審査会自体を否定するもので、まさにブラックボックスでの修正と言われて
も仕方のないところだと思います。
したがって、監査委員の方も、この部分については審査会が成立するかどうかの要の部分
として、修正を求められた審査委員様と直接お会いになられての入念な聞き取りをされたと
伺っております。
事務局側と審査員様双方の言い分を照らし合わせ、入念に調査をされた結果、冒頭に申し
上げました審査委員会の責任と権限において下されて過程は妥当であったという監査結果報
告につながったものと理解しております。
しかし、この個別対応による修正は、結果として不正は認められず、審査は妥当であって
も、疑念を持たれる行為であり、適正な事務手続とは言い難いこと、修正後、再度審査会を
開かずに個別対応で済ませていることも同様、ここは大いに反省すべき点であります。
今後、このようなことのないよう厳しく正していきたいと考えております。
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いずれにしても、基本的に業者選定の行為は、プロポーザルであろうが入札方式であろう
が、町民の皆様の貴重な財産を町民の皆様のために最も有効な方法で活用するものでござい
ます。その選定過程で外の力が入り込む余地を残すような方法はもちろんのこと、今回のよ
うに疑念を抱かれるような審査会であってもならないと考えます。
また、転記前の個票や修正前の集計表を破棄してしまったことも、より疑念を抱かせる結
果となってしまいました。最終結果である集計表のみを残し、作成過程の記録である個票や
修正前の集計表は公文書に当たらないと判断し、廃棄してしまったものです。このため、事
務執行のプロセスや確実性を証明できず、説明責任が果たせないという結果を招いてしまい
ました。監査報告書では、「三宅町の文書管理は三宅町文書規程及び文書編纂保存規程にお
いて管理されているが、三宅町文書管理規程の種類において定めはあるものの、個別の採点
表を公文書とする定めはなく、公文書と判断する基準も見当たらない」との意見をいただい
ておりましたが、必要な文書が適切に作成、保存されていなければ、行政の諸活動、現在及
び将来の町民に説明する責務が全うできなくなるものと認識しております。
このことについても重く受け止め、今後、事務執行のプロセスにおいて発生した文書が公
文書かそうでないのかの線引きも明確にし、文書管理規程の見直しやガイドラインを作成し、
さらに、文書管理や公文書の意義についての研修等を実施して職員の意識改革に取り組み、
文書の適切な管理に努めてまいります。
今回の監査結果報告では、改めて役場の組織全体に公務員としての自覚と意識を高める必
要性を指摘されたものと受け止め、職員一同襟を正して、今後、町の行政を進めてまいりた
いと思っております。
議員各位におかれましては、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせてい
ただきます。

＜＜学童保育の現状部分 省略＞＞
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○議⾧（辰巳光則君）松本議員、再質問。
○４番（松本健君）再質問させていただきます。

＜＜学童保育の現状部分 省略＞＞

１件目の回答、非常に残念です。もう非常に残念です。質問していることには答えていた
だいていないと思っています。質問していることに答えない理由というのが、監査委員様に
対し失礼にならないか大変悩みましたと。監査で全部しゃべったから、私たちにはしゃべる
ことはありませんと。
しかし、その後ですごくいいことをおっしゃっています。今、私どものすべきことは、監
査で指摘されたからではなく、自らも問題点を総括し、二度とこのようなことのないよう
点々々と、自らも問題点を総括していただきたいと思います。自ら問題点を総括する際に、
今の、住民さんにはどれだけの内容が伝わっているのか、あの監査報告を見ればお分かりだ
と思います。だから、わざわざこういう貴重な時間を取って具体的な内容を質問しているの
であって、同じことを二度聞くなというような態度では非常に困ります。
かいつまんで、究極のところというか、ぜひ確認しておきたいところを確認したいんです
けれども、時間もないので。
今回の初日から２日目にかけ、２日目かどうか分からないですけれども、やり直しにかけ
て、１位のものは、最優秀者は変わったのですか、変わっていないのですか。それは、監査
報告には明確に書かれていないので、ここで確認したいと思います。お答え願います。
○議⾧（辰巳光則君）植村局⾧。
○健康子ども局⾧（植村恵美君）最優秀提案者につきましては、修正結果を反映し、各提案
者ごとに再度合計点を再計算したところ、プロポーザルの最高点の提案者のほうは変わりま
した。このプロポーザルの実施要領では、全委員の採点の合計で最高得点のものを最優秀提
案者と規定しておりましたので、この経緯、結果を審査員の皆様にお伝えし、最優秀提案者
の変更についても承認いただいております。
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○議⾧（辰巳光則君）松本議員。
○４番（松本健君）ありがとうございます。
初日の結果から２日目の結果が変わったと。初日の結果というのは、資料が全く、何点か
ら何点に変わったのかという質問をさせていただきたいと思います。１位、２位に対して何
点対何点だったのが何点対何点に変わったのですか。
○議⾧（辰巳光則君）植村局⾧。
○健康子ども局⾧（植村恵美君）審査会終了後の集計のほうにつきましては、先ほど説明、
町⾧の答弁のほうにありましたとおり、手元に残っていないということがありますので、詳
細なことはお答えできないです。
○議⾧（辰巳光則君）松本議員。
○４番（松本健君）この審査会の委員⾧は、副町⾧がやられていると思いますけれども、
副町⾧はこの変わったという状況をその集計の場でご存じだったということですね。
○議⾧（辰巳光則君）副町⾧。
○副町⾧（金井壮夫君）変わったというのは、２日目に変わったということですが、報告を
受けたのは、修正をする必要があり、修正を、先ほど局⾧から申し上げたように、しまして、
採点の結果が変わって、その合計が変わった結果により、最終提案者が変わったということ
は把握しております。
○議⾧（辰巳光則君）松本議員。
○４番（松本健君）初日の集計は、副町⾧が全てを確認されて、点数何対何、何対何で、
結果的にＡ社かＢ社か何かに決まりましたということを確認されたというふうに伺っており
ます。その変更後の結果に対しても報告を受けていると伺っております。
記録はないにせよ、記憶はございませんか。何点差が何点差でどう入れ替わったのか。
○議⾧（辰巳光則君）副町⾧。
○副町⾧（金井壮夫君）誠に申し訳ないんですが、ちょっと書類等が事務局のほうの先ほど
の説明ありましたように、ございませんので、ちょっとそこは記憶といってもちょっと明ら
かにはちょっと分からないというのが現状でございます。
○議⾧（辰巳光則君）あと３分ぐらい。
松本議員。
○４番（松本健君）この事件について、町⾧は、１回目の結果と２回目の結果が変わって
いるということは、どの段階で承知されたんでしょうか。
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これは、これからどういう体制で行政をやっていくか、改めていくに際して非常に大切な
ところだと思っています。そういう意味で、回答お願いします。
○議⾧（辰巳光則君）町⾧。
○町⾧（森田浩司君） 最終、審査会としてこういうことで決まりましたと報告を受けました。
○議⾧（辰巳光則君）松本議員。
○４番（松本健君）ということは、初日から２日目で何かそういうごたごたがあったとい
うことは、全部流されていてというか、その後で報告を受けたということですね。
○議⾧（辰巳光則君）副町⾧。
○副町⾧（金井壮夫君）先ほどの質問にもあったとおりでございますが、初日の閉会時間が
17時を回って、集計の確認作業が終わってということですので、初日についてはもう相当遅
い時間になっておりました。
それから、町⾧に関しましては、審査会で第１提案者が決まりましたという報告を受けて、
この方向で契約者としたいというような決裁を回って、それで知るということになります。
○議⾧（辰巳光則君）もう最後ぐらいで。
松本議員。
○４番（松本健君）今の、ちょっと発言でよく分からなかったんですけれども、１回目と
２回目、初日の結果と次の日の結果が変わっているということは、副町⾧は変わっている段
階で認識されていたということですよね。委員⾧ですからね。それだけ。
○議⾧（辰巳光則君）副町⾧。
○副町⾧（金井壮夫君） はい。初日の結果、それから２日目の結果、そして最終結果として、
先ほど申し上げたように、決裁のほうを、町⾧のほうにさせてもらったということで、当然、
知っております。
○議⾧（辰巳光則君）最後で。
○４番（松本健君）副町⾧まではご存じて、町⾧は細かいところはご存じないかもしれな
いというふうに理解しました。１つ、公式の場で真実を確認できたから、この質問はよかっ
たと思っております。
以上です。
○議⾧（辰巳光則君）これで松本健君の一般質問を終わります。
─────────────────────────────────────
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